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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の線量で放射線撮影をする第１の撮影と、前記第１の線量よりも少ない第２の線量
で放射線撮影をする第２の撮影とが可能な撮影手段と、
　周期的な動作をする臓器について、当該周期的な動作の一周期における複数のタイミン
グで前記第２の撮影を実行して複数の画像を得る実行手段と、
　前記実行手段により取得された前記複数の画像から得られる前記臓器の変化量に基づい
て、前記臓器の周期的な動作における一周期内の特定の位相に対応する予測されたタイミ
ングを決定する決定手段と、
　前記予測されたタイミングで前記第１の撮影を実行し、前記第２の撮影を前記予測され
たタイミングの前後で実行する撮影制御手段と、
　前記第１及び第２の撮影を実行することにより取得された画像に基づいて認識される前
記特定の位相のタイミングと、前記予測されたタイミングとのずれを検出する検出手段と
、
　前記検出手段で検出されたずれに基づいて、前記予測されたタイミングを補正する補正
手段と、
　変更手段が、前記検出手段で検出されたずれの量に基づいて、前記撮影制御手段が実行
する前記第２の撮影の回数を変更する変更手段と、を備えることを特徴とする放射線撮影
装置。
【請求項２】
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　前記検出手段は、前記第１及び第２の撮影を実行することにより取得された画像間にお
ける前記臓器の大きさの増減量を検出し、
　前記補正手段は、前記検出手段で検出された増減量の和が所定の値になるように前記予
測されたタイミングを補正することを特徴とする請求項１に記載の放射線撮影装置。
【請求項３】
　第１の線量で放射線撮影をする第１の撮影と、前記第１の線量よりも少ない第２の線量
で放射線撮影をする第２の撮影とが可能な放射線撮影装置の制御方法であって、
　実行手段が、周期的な動作をする臓器について、当該周期的な動作の一周期における複
数のタイミングで前記第２の撮影を実行して複数の画像を得る実行工程と、
　決定手段が、前記実行工程により取得された前記複数の画像から得られる前記臓器の変
化量に基づいて、前記臓器の周期的な動作における一周期内の特定の位相に対応する予測
されたタイミングを決定する決定工程と、
　撮影制御手段が、前記予測されたタイミングで前記第１の撮影を実行し、前記第２の撮
影を前記予測されたタイミングの前後で実行する撮影制御工程と、
　検出手段が、前記第１及び第２の撮影を実行することにより取得された画像に基づいて
認識される前記特定の位相のタイミングと、前記予測されたタイミングとのずれを検出す
る検出工程と、
　補正手段が、前記検出工程で検出されたずれに基づいて、前記予測されたタイミングを
補正する補正工程と、
　変更手段が、前記検出工程で検出されたずれの量に基づいて、前記実行工程で実行され
る前記第２の撮影の回数を変更する変更工程と、を備えることを特徴とする放射線撮影装
置の制御方法。
【請求項４】
　前記検出工程では、前記第１及び第２の撮影を実行することにより取得された画像間に
おける前記臓器の大きさの増減量を検出し、
　前記補正工程では、前記検出工程で検出された増減量の和が所定の値になるように前記
予測されたタイミングを補正することを特徴とする請求項３に記載の放射線撮影装置の制
御方法。
【請求項５】
　請求項３または４に記載された放射線撮影装置の制御方法の各工程をコンピュータに実
行させるコンピュータプログラム。
【請求項６】
　請求項５に記載されたコンピュータプログラムを格納したことを特徴とするコンピュー
タ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線撮影装置による動画撮影に関するものであり、特に心臓や肺など動き
に周期性のある組織の動画撮影に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療用のＸ線透視診断装置は、従来のアナログ撮影からデジタル画像を用いて診
断を行う方式が普及してきている。これに伴い、連続的にＸ線撮影されたデジタル画像を
、動画像データとしてモニタ上に表示したり、メモリやハードディス装置内に保存したり
することで、診断や治療等に利用可能としている。
【０００３】
　一般に、このような動画撮影において被検体の胸部や腹部の撮影を行う際に、撮影され
た画像の精度向上を図るために被検体の呼吸や心拍に伴う臓器等の変動を考慮する必要が
ある。例えば、被検体表面から臓器までの深さは、呼吸による自律運動で周期的に常に変
動している。従って、適切なＸ線照射量により安定した精度で臓器を撮影するためには、
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被検体表面から臓器までの深さを所定の値（位置）に保った状態でＸ線を照射することが
極めて重要である。また、診断用画像として精度良く撮影するために、心臓や肺など臓器
の撮影範囲が最も大きくなるように、例えば肺の場合、被検体が最大吸気状態のときに撮
影したり、各呼吸位相で連続的に撮影したりする場合がある。この間、被検体はＸ線技師
の指示により体を固定してかつ息を止める事によって所定の状態を保つことが可能である
。心臓の場合も同様に、心拍に同期した各位相で連続的に撮影する必要があり、被検体の
動きに応じた撮影が重要となるが、心臓を止めることはできない。
【０００４】
　そこで、被検体の心臓や肺など動きに周期性のある組織の位相を何らかの手段で検出し
て、所望の位相に同期してＸ線動画撮影を行う手法が種々提案されている。
【０００５】
　被検体の動きに応じた撮影に関する提案としては、特許文献１、特許文献２で示すよう
に、生態的な動きに応じて動画フレームレートを可変にしたりＸ線パルスの強度を可変に
したりする手法が提案されている。
【０００６】
　また、被検体の動き、特に位相に同期した撮影に関する提案としては、特許文献３、特
許文献４、特許文献５がある。これら特許文献に示されるように、被検体の透視診断画像
を解析したり、被検体の体表面の変位など外部要因を用いたりすることで、動きのある組
織の周期を検出して、所望の位相に同期してＸ線動画撮影を行う手法が提案されている。
【特許文献１】特開平５－１９２３１９号公報
【特許文献２】特開２００４－０７３４９０号公報
【特許文献３】特開２００３－２４５２７２号公報
【特許文献４】特開２００５－３４２０８８号公報
【特許文献５】特開２００６－０３４５７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、心臓や肺など動きに周期性がある組織の動きの位相に同期したタイミン
グで撮影するＸ線診断装置においては、位相を検出するために透視診断用のＸ線動画像を
用いる。透視診断用のＸ線動画像は、透視診断に必要な強い線量のＸ線パルスを照射して
撮影される。一般的に動きの位相に同期するためには、フレームレートを高くする必要が
あるが、高いフレームレートで透視診断用のＸ線動画像を撮影すると、被検体の被曝量は
増大してしまう。反対に被検体の被曝量を低減するためにフレームレートを低くした場合
は、動きの位相に同期することが出来ないため、最適な撮影タイミングで撮影を行うこと
が出来ないと言う課題がある。
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、動きに周期性がある組織を、動き
の位相に同期したタイミングで放射線撮影するにおいて、放射線の被曝量を抑えつつ、最
適な撮影タイミングでの撮影可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するための本発明の一態様による放射線撮影装置は以下の構成を備え
る。すなわち、
　第１の線量で放射線撮影をする第１の撮影と、前記第１の線量よりも少ない第２の線量
で放射線撮影をする第２の撮影とが可能な撮影手段と、
　周期的な動作をする臓器について、当該周期的な動作の一周期における複数のタイミン
グで前記第２の撮影を実行して複数の画像を得る実行手段と、
　前記実行手段により取得された前記複数の画像から得られる前記臓器の変化量に基づい
て、前記臓器の周期的な動作における一周期内の特定の位相に対応する予測されたタイミ
ングを決定する決定手段と、
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　前記予測されたタイミングで前記第１の撮影を実行し、前記第２の撮影を前記予測され
たタイミングの前後で実行する撮影制御手段と、
　前記第１及び第２の撮影を実行することにより取得された画像に基づいて認識される前
記特定の位相のタイミングと、前記予測されたタイミングとのずれを検出する検出手段と
、
　前記検出手段で検出されたずれに基づいて、前記予測されたタイミングを補正する補正
手段と、
　前記検出手段で検出されたずれの量に基づいて、前記撮影制御手段が実行する前記第２
の撮影の回数を変更する変更手段と、を備える。
【００１０】
　上記の目的を達成するための本発明の他の態様による放射線撮影装置の制御方法は、
　第１の線量で放射線撮影をする第１の撮影と、前記第１の線量よりも少ない第２の線量
で放射線撮影をする第２の撮影とが可能な放射線撮影装置の制御方法であって、
　実行手段が、周期的な動作をする臓器について、当該周期的な動作の一周期における複
数のタイミングで前記第２の撮影を実行して複数の画像を得る実行工程と、
　決定手段が、前記実行工程により取得された前記複数の画像から得られる前記臓器の変
化量に基づいて、前記臓器の周期的な動作における一周期内の特定の位相に対応する予測
されたタイミングを決定する決定工程と、
　撮影制御手段が、前記予測されたタイミングで前記第１の撮影を実行し、前記第２の撮
影を前記予測されたタイミングの前後で実行する撮影制御工程と、
　検出手段が、前記第１及び第２の撮影を実行することにより取得された画像に基づいて
認識される前記特定の位相のタイミングと、前記予測されたタイミングとのずれを検出す
る検出工程と、
　補正手段が、前記検出工程で検出されたずれに基づいて、前記予測されたタイミングを
補正する補正工程と、
　変更手段が、前記検出工程で検出されたずれの量に基づいて、前記実行工程で実行され
る前記第２の撮影の回数を変更する変更工程と、を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、動きに周期性がある組織を、動きの位相に同期したタイミングで放射
線撮影するにおいて、放射線の被曝量を抑えつつ、最適な撮影タイミングで撮影すること
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１３】
　図１は実施形態におけるＸ線透視診断装置の全体構成を表すブロック図を示す。図１に
示すＸ線透視診断装置は、センサユニット１０１、Ｘ線発生装置１０４、コントローラ１
０７、操作ユニット１１３を有する。
【００１４】
　センサユニット１０１は、Ｘ線センサ１０２、センサ制御部１０３を備えている。Ｘ線
センサ１０２は、Ｘ線に反応し、検出したＸ線の強度に応じた電気信号に変換・出力する
ことが可能な固体撮像素子を具備して構成される。或いは、Ｘ線センサ１０２は、Ｘ線の
エネルギーに応じた可視光を発生する蛍光体と、その可視光をその強度に応じた電気信号
に変換する光電変換素子を組み合わせたユニットなどで構成されてもよい。Ｘ線センサ１
０２から出力された生画像デジタルデータはコントローラ１０７に送られる。また、セン
サ制御部１０３では、後述の撮影制御部１１２からのタイミング指示に応じてＸ線センサ
１０２のデータ出力タイミング信号を発生させる処理やセンサの出力モード設定などを含
む、センサ駆動制御を行う。センサユニット１０１とコントローラ１０７の間は、データ
転送用としてＬＶＤＳ（Low Voltage Differential Signaling）などの高速デジタルイン
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タフェースが用いられている。またパラメータの入出力用としてＵＡＲＴなどの非同期シ
リアル通信が用いられている。
【００１５】
　Ｘ線発生装置１０４は、Ｘ線管１０５およびＸ線パルス制御部１０６を備えている。Ｘ
線管１０５はＸ線パルス制御部１０６からのタイミング信号に応答してパルスＸ線を曝射
する。また、Ｘ線パルス制御部１０６は、後述の撮影制御部１１２からのタイミング指示
や設定パラメータに応じて、設定された曝射条件でＸ線管１０５に対してＸ線曝射タイミ
ング信号を出力する処理を行う。
【００１６】
　コントローラ１０７は、画像処理部１０８、符号化部１０９、表示画像送信部１１０、
位相検出部１１１、撮影制御部１１２を有する。Ｘ線発生装置１０４とコントローラ１０
７間のパラメータの入出力用としては、非同期シリアル通信、あるいはＣＡＮ（Controll
er Area Network）などの低遅延型のネットワークプロトコルが用いられる。
【００１７】
　これらＸ線発生装置１０４およびセンサユニット１０１に対して連続的にタイミング指
示を送ることにより、Ｘ線透視画像の連続撮影が可能であり、例えば１秒間に３０回のタ
イミング指示によって、３０ｆｐｓの動画データを発生することができる。一般に、Ｘ線
透視診断装置の動画データは、３０～１００ｆｐｓのフレームレートで連続撮影すること
が可能である。臓器の中でも比較的動きの速い心臓の心拍であっても伸縮の繰り返しは約
１秒間隔であるため、３０ｆｐｓの動画データを発生することが出来れば特に問題となら
ない。
【００１８】
　画像処理部１０８では、センサユニット１０１から出力された生画像デジタルデータを
受けて所定の画像処理を行う。画像処理はＸ線センサの特性に依存した補正やノイズ除去
、ダイナミックレンジ改善などの画像の高画質化処理などである。また画像処理部１０８
では、画像処理されたデータを位相検出部１１１へ送り、同時に、そのうち診断用に撮影
された画像データ、つまり表示画像データのみを符号化部１０９へ送る処理を行う。符号
化部１０９では、画像処理された表示画像データに対してロスレスの圧縮符号化処理を行
い、表示画像送信部１１０へ送る。コントローラ１０７と操作ユニット１１３の間は、ギ
ガビットイーサネットを使用したネットワークを介して接続されている。表示画像送信部
１１０は、画像データのパケット化やネットワークプロトコル処理を実行し、操作ユニッ
ト１１３へネットワークを介してデータを送信する。
【００１９】
　位相検出部１１１は、診断用の画像撮影（以下、本撮影と呼ぶ。）のためのＸ線照射タ
イミングと、動き検出用の補助撮影（以下、補助撮影と呼ぶ。）のためのＸ線照射タイミ
ングを決定する。本撮影は、心臓や肺など動きに周期性のある組織に対して、所望の位相
に同期したＸ線動画撮影を行う。例えば、心臓の心拍による伸縮動作で最も膨張した状態
での撮影を連続して行ったり、被検体が最大吸気状態のときに肺の撮影を連続して行った
りする。また、補助撮影は本撮影の撮影タイミングを適切な位相で行うために本撮影の前
後に挿入され、撮影された各画像データの動き量から位相のずれを検出して、本撮影の撮
影タイミングを補正する。ここで、補助撮影で得られた画像データは、直接診断には用い
られず動き検出にのみ用いられるため高精細な画像は必要とせず、使用するＸ線パルスは
本撮影のＸ線パルスに比べて低線量で良い。また、本撮影のためのＸ線照射タイミングと
補助撮影のためのＸ線照射タイミングは、それぞれ撮影制御部１１２に伝えられる。位相
検出部１１１の動作については、後で詳細に説明する。
【００２０】
　撮影制御部１１２は、位相検出部１１１からの各Ｘ線照射タイミングに応じて、また、
操作ユニット１１３からの指示に基づいた撮影条件に従って、センサユニット１０１やＸ
線発生装置１０４に対してタイミング指示やパラメータ指示を送る。
【００２１】
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　操作ユニット１１３は、表示システム１１４、表示装置１１５、コンソール１１６、蓄
積装置１１７を備えており、本実施形態では、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）とこれに
接続される周辺機器で構成される。表示システム１１４はＰＣ本体とその上で動作するア
プリケーションソフトウエアにより実現される。表示システム１１４は、コントローラ１
０７からネットワークを通じて送信された符号化撮影画像データを受信し、データの復号
処理を行った後に表示装置１１５へ出力、あるいは蓄積装置１１７へ格納する処理を行う
。また、コンソールからの操作に対応して、例えば撮影の開始／停止、撮影モードの設定
などコントローラ１０７に対する各種指示をネットワークを通じて行う。
【００２２】
　次に、心臓や肺など、動きに周期性のある組織の動きを説明する。以下では、特に、肺
の伸縮動作について図２と図３を用いて説明する。
【００２３】
　図２は、被検体の呼吸に伴う肺の伸縮動作を表す図である。図２において、２０１は肺
が最も収縮した状態であり、２０４は肺が最も膨張した状態である。被検体が吸気を行う
ことで肺は２０１の状態から次第に膨張を続けて２０２と２０３の状態を経由した後に、
最も膨張した状態である２０４となる。また、反対に被検体が呼気を行うことで肺は２０
４の状態から次第に収縮を続けて２０５と２０６の状態を経由した後に最も収縮した状態
である２０１に戻る。以上のように、被検体が呼吸を行うことで肺は２０１から２０６ま
での伸縮動作を順次繰り返し、常に周期的な自律動作を行う。
【００２４】
　図３は、図２における肺の伸縮動作をグラフ化した図である。図３の横軸は、肺が最も
収縮した状態から次に同じ状態（最も収縮した状態）となるまでの一周期分の伸縮動作を
正規化して、０°から３６０°までの位相で表しており、縦軸は肺の大きさを表す。なお
、肺の大きさの増減分は、画面上の面積（ピクセル数）に対応する。すなわち、位相０°
と位相３６０°で肺は最も収縮した状態であり、これは図２の２０１の状態と同等である
。また、位相１８０°で肺は最も膨張した状態であり、これは図２の２０４の状態と同等
である。更に図３は肺の伸縮動作の位相と変化量の関係を表している。すなわち、図３の
矢印３０２は位相１００°から位相１４０°までの肺の大きさの変化量を表しており、矢
印３０２は増加方向にあることから肺が膨張状態であることが分かる。同様に、矢印３０
４は位相２２０°から位相２６０°までの肺の大きさの変化量を表しており、矢印３０４
は減少方向にあることから肺が収縮状態であることが分かる。また、矢印３０３は位相１
６０°から位相２２０°までの肺の大きさの変化量を表しており、矢印３０３は水平方向
で増加も減少もしていないことから肺が最も膨張した状態であること（或いは、肺が最も
膨張した状態となるタイミングを含むこと）が分かる。以上のように、心臓や肺など動き
に周期性のある組織の動きを位相と変化量の関係としてモデル化することで現在の組織の
状態を判別することが可能である。
【００２５】
　次に、図４乃至図１０を参照して、図１に示される位相検出部１１１の動作を詳細に説
明する。
【００２６】
　図４は、位相検出部１１１の全体構成を表すブロック図である。位相検出部１１１は、
周期カウンタ４０１、タイミング生成部４０２、動き検出部４０３、位相比較部４０４、
タイミング補正部４０５を具備する。
【００２７】
　周期カウンタ４０１は、本撮影のためのＸ線照射タイミングと補助撮影のためのＸ線照
射タイミングを生成するために、被写体の動きの一周期内を予め設定した内部タイミング
でカウントするカウンタである。また、周期カウンタ４０１は、一周期が経過した後にカ
ウンタ値をクリアして再度カウントを繰り返すので、被写体の動きが一定である限り被写
体の位相とカウンタ値は一致する。周期カウンタ４０１の値は、タイミング生成部４０２
に入力される。
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【００２８】
　タイミング生成部４０２は、タイミング補正部４０５の指示に基づいて周期カウンタ４
０１の出力値に合わせて本撮影のためのＸ線照射タイミングと補助撮影のためのＸ線照射
タイミングを生成する。タイミング補正部４０５は、本撮影画像を得る被写体の予想位相
と周期カウンタ４０１の値との対応、補助撮影回数および各補助撮影画像を得る被写体の
予想位相と周期カウンタ４０１の値との対応を決定し、タイミング生成部４０２に指示す
る。タイミング生成部４０２はタイミング補正部４０５が指示する周期カウンタ４０１の
値で各Ｘ線照射タイミングを生成することで、被写体の予想位相での撮影タイミングを生
成する。
【００２９】
　動き検出部４０３は、本撮影と補助撮影で得られた画像データから被写体の動きベクト
ルの方向と大きさを算出する。例えば動きベクトルの算出はマクロブロック単位で行われ
、それらを組み合わせることで被写体全体の動きが拡大方向であるか縮小方向であるか、
あるいはその増加量または減少量が算出可能である。なお、このような動き検出のための
アルゴリズムは、従来技術として広く利用されているためここでは詳細な説明を省略する
。
【００３０】
　位相比較部４０４は、動き検出部４０３で算出された動きベクトルの方向と大きさから
現在の本撮影画像を得る撮影タイミング（本撮影の予想位相）が実際の位相に対して遅れ
ているのか進んでいるのかを判断する。例えば、動きベクトルの増減分をそれぞれ加算し
て０になれば位相が等しいと判断し、結果がプラスであれば予想位相が実際の位相より進
んでいると判断し、反対にマイナスであれば予想位相が実際の位相より遅れていると判断
する。更に、位相比較部４０４は加算した結果の大きさから撮影タイミングの補正量を算
出して、タイミング補正部４０５に伝える。
【００３１】
　タイミング補正部４０５は、位相比較部４０４の結果に基づいて本撮影画像を得る被写
体の予想位相と周期カウンタ４０１の値との対応、補助撮影回数および各補助撮影画像を
得る被写体の予想位相と周期カウンタ４０１の値との対応を更新する。すなわち、被写体
の予想位相が実際の位相に対して遅れている場合は、現在の周期カウンタ４０１の値より
早いタイミングで撮影するように各予想位相と値の対応を更新する。また、被写体の予想
位相が実際の位相に対して進んでいる場合は、現在の周期カウンタ４０１の値より遅いタ
イミングで撮影するように各予想位相と値の対応を更新する。被写体の予想位相が実際の
位相と等しい場合は各対応を更新しない。更に、タイミング補正部４０５は、位相比較部
４０４からの撮影タイミングの補正量に応じて補助撮影回数を更新する。すなわち、補正
量が大きければ被写体の動きに十分追従出来ていない可能性があり、精度を向上させるた
めに補助撮影回数を増加させる。反対に補正量が小さければ被写体の動きに十分追従出来
ているものとして、被曝量を低減させるために補助撮影回数を減少させる。ただし、補助
撮影は少なくとも１回は行われるものとする。
【００３２】
　図５乃至図７は、位相検出部１１１の処理の一例を示した図である。ここでは、図３で
説明した肺の伸縮動作を基に説明する。すなわち、位相０°と位相３６０°で肺は最も収
縮した状態であり、位相１８０°で肺は最も膨張した状態である。また、本撮影は、肺が
最も膨張した状態である位相１８０°に同期して連続して行うものとする。
【００３３】
　図５の（ａ）は、肺の予想位相と実際の位相が等しい場合を表す図である。タイミング
生成部４０２は、予想位相として本撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１８０°で生
成している。また、タイミング生成部４０２は、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを
位相１００°、１４０°、２２０°、２６０°で生成している。従って、補助撮影は本撮
影の位相１８０°を中心とした対象的なタイミングで実行されることになる。ここで、位
相比較部４０４は、本撮影と補助撮影で得られた画像データから算出された動きベクトル



(8) JP 5017014 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

を用いて肺の予想位相と実際の位相を比較する。図５の（ａ）によれば、肺の大きさの増
減分はそれぞれ＋２０、＋１０、－１０、－２０であり、これらを加算すると０になる。
したがって、位相比較部４０４は予想位相と実際の位相とが等しいと判断する。このため
、タイミング補正部４０５は肺の予想位相と周期カウンタ４０１の値との対応を更新せず
、次の周期も同じタイミングで撮影を行う。図５の（ｂ）に次の周期における撮影タイミ
ングを示す。
【００３４】
　図６の（ａ）は、肺の予想位相が実際の位相に対して進んでいる場合を表す図である。
上述の様にタイミング生成部４０２は、予想位相として本撮影のためのＸ線照射タイミン
グを位相１８０°で生成し、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１００°、１４
０°、２２０°、２６０°でそれぞれ生成している。位相比較部４０４は、本撮影と補助
撮影で得られた画像データから算出された動きベクトルを用いて肺の予想位相と実際の位
相を比較する。図６の（ａ）によれば、肺の大きさの増減分はそれぞれ＋２０、＋２０、
±０、－２０であり、これらを加算すると＋２０になるので、位相比較部４０４は予想位
相が実際の位相より進んでいると判断する。このため、タイミング補正部４０５は肺の予
想位相と周期カウンタ４０１の値との対応を、現在の周期カウンタ４０１の値より遅いタ
イミングで撮影するように更新し、次の周期では現在より遅いタイミングで各撮影が行わ
れるようにする。図６の（ｂ）に、図６の（ａ）に示した周期の次の周期における撮影タ
イミングを示す。図６の（ｂ）によれば、肺の予想位相が図６の（ａ）の周期カウンタの
値に対して２０サイクル加算されており、各Ｘ線照射タイミングが前の周期の撮影に対し
て遅れて生成されており、実際の位相に追従している様子が示されている。
【００３５】
　図７の（ａ）は、肺の予想位相が実際の位相に対して遅れている場合を表す図である。
上述したように、タイミング生成部４０２は、予想位相として本撮影のためのＸ線照射タ
イミングを位相１８０°で生成し、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１００°
、１４０°、２２０°、２６０°でそれぞれ生成している。上述したように、位相比較部
４０４は、本撮影と補助撮影で得られた画像データから算出された動きベクトルを用いて
肺の予想位相と実際の位相を比較する。図７の（ａ）によれば、肺の大きさの増減分はそ
れぞれ＋２０、±０、－２０、－２０であり、これらを加算すると－２０になるので、位
相比較部４０４は予想位相が実際の位相より遅れていると判断する。このため、タイミン
グ補正部４０５は肺の予想位相と周期カウンタ４０１の値との対応を現在の周期カウンタ
４０１の値より早いタイミングで撮影するように更新し、次の周期では現在より早いタイ
ミングで各撮影が行われるようにする。図７の（ｂ）に、図７の（ａ）に示した周期の次
の周期における撮影タイミングを示す。図７の（ｂ）によれば、肺の予想位相が図７の（
ａ）の周期カウンタの値に対して２０サイクル減算されて、各Ｘ線照射タイミングが前の
周期の撮影に対して進んで生成されており、実際の位相に追従している様子が示されてい
る。
【００３６】
　以上を繰り返すことで、本撮影は肺が最も膨張した状態である位相１８０°に同期して
連続して本撮影が行われ、画像撮影中に肺の動きに変動があった場合でも即座に撮影タイ
ミングを補正して肺の動きに追従させることが可能である。
【００３７】
　また、図８乃至図１０は、位相検出部１１１の別の処理例を示した図である。ここでも
、同様に図３で説明した肺の伸縮動作を基に説明する。すなわち、位相０°と位相３６０
°で肺は最も収縮した状態であり、位相１８０°で肺は最も膨張した状態である。また、
本撮影は、肺が最も膨張した状態である位相１８０°に同期して連続して行われるものと
する。
【００３８】
　図８の（ａ）は、肺の予想位相と実際の位相が等しい場合を表す図である。タイミング
生成部４０２は、予想位相として本撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１８０°で生
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成している。また、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１４０°、２２０°で生
成している。従って、補助撮影のためのＸ線照射タイミングは、本撮影の位相１８０°を
中心とした対象的なタイミングでそれぞれ実行される。位相比較部４０４は、本撮影と補
助撮影で得られた画像データから算出された動きベクトルを用いて肺の予想位相と実際の
位相を比較する。図８の（ａ）によれば、肺の大きさの増減分はそれぞれ＋１０、－１０
であり、これらを加算すると０になるため、位相比較部４０４は予想位相と実際の位相は
等しいと判断する。このため、タイミング補正部４０５は肺の予想位相と周期カウンタ４
０１の値との対応を更新せず、次の周期も同じタイミングで撮影を行う。図８の（ｂ）に
、図８の（ａ）に示した周期の次の周期における撮影タイミングを示す。
【００３９】
　図９の（ａ）は、肺の予想位相が実際の位相に対して大幅に進んでいる場合を表す図で
ある。タイミング生成部４０２は、予想位相として本撮影のためのＸ線照射タイミングを
位相１８０°で生成し、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１４０°、２２０°
でそれぞれ生成している。位相比較部４０４は、本撮影と補助撮影で得られた画像データ
から算出された動きベクトルを用いて肺の予想位相と実際の位相を比較する。図９の（ａ
）によれば、肺の大きさの増減分はそれぞれ＋２５、＋１０であり、これらを加算して＋
３５になるため、位相比較部４０４は予想位相が実際の位相より進んでいると判断する。
また、位相比較部４０４は、加算した値と予め定めた値（本実施形態では２５とする）と
を比較する。図８の（ａ）の例では、加算した値が予め定めた値より大きいため、位相比
較部４０４は、肺の予想位相が実際の位相に対して大幅に進んでいると判断する。この場
合、タイミング補正部４０５は肺の予想位相と周期カウンタ４０１の値との対応を現在の
周期カウンタ４０１の値より遅いタイミングで撮影可能な値に更新すると同時に補助撮影
の回数を増やす。
【００４０】
　図９の（ｂ）に、図９の（ａ）に示す周期の次の周期における撮影タイミングを示す。
図９の（ｂ）によれば、肺の予想位相が図９の（ａ）の周期カウンタの値に対して２０サ
イクル加算されて各Ｘ線照射タイミングが前の周期の撮影に対して遅れて生成されている
ことが示されている。更に、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを位相１００°、１４
０°、２２０°、２６０°として、位相検出のための精度を向上させている。なお、変更
された補助撮影のためのＸ線照射タイミングも、本撮影の位相１８０°を中心とした対象
的なタイミングとなっている。
【００４１】
　図１０の（ａ）は、肺の予想位相が実際の位相に対して大幅に遅れている場合を表す図
である。上記と同様にタイミング生成部４０２は、予想位相として本撮影のためのＸ線照
射タイミングを位相１８０°で生成しており、補助撮影のためのＸ線照射タイミングを位
相１４０°、２２０°でそれぞれ生成している。ここで、位相比較部４０４は、本撮影と
補助撮影で得られた画像データから算出された動きベクトルを用いて肺の予想位相と実際
の位相を比較する。図１０の（ａ）によれば、肺の大きさの増減分はそれぞれ－１０、－
２５であり、これらを加算して－３５になるため、位相比較部４０４は予想位相が実際の
位相より遅れていると判断する。また、位相比較部４０４は、加算した値と予め定めた値
（本実施形態では－２５とする）とを比較する。図１０の（ａ）の例では、加算した値が
予め定めた値より小さいため肺の予想位相が実際の位相に対して大幅に遅れていると判断
する。このとき、タイミング補正部４０５は肺の予想位相と周期カウンタ４０１の値との
対応を現在の周期カウンタ４０１の値より早いタイミングで撮影可能な値に更新すると同
時に補助撮影回数を増やす。
【００４２】
　図１０の（ｂ）に、図１０の（ａ）に示す周期の次の周期における撮影タイミングを示
す。図１０の（ｂ）において、肺の予想位相が図１０の（ａ）の周期カウンタの値に対し
て２０サイクル減算されて、各Ｘ線照射タイミングが前の周期の撮影に対して進んで生成
されている。更に、図１０の（ｂ）において、補助撮影のためのＸ線照射タイミングが位
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相１００°、１４０°、２２０°、２６０°のタイミングでそれぞれ生成されている。こ
のように、補助撮影の回数を増やすことで位相検出のための精度を向上させている。なお
、変更された補助撮影のためのＸ線照射タイミングも、本撮影の位相１８０°を中心とし
た対象的なタイミングとなっている。
【００４３】
　なお、図９の（ｂ）や図１０の（ｂ）の状態において、肺の大きさの増減分を加算した
結果が予め定められた値より小さくなった場合は、補助撮影の回数を減らすようにする。
例えば、肺の大きさの増減分の絶対値が２５未満になった場合は、補助撮影のタイミング
を位相１４０°と２２０°のタイミング（図９、図１０の（ａ）の状態）に戻す。また、
上記の説明では、杯の大きさの増減分の加算結果に応じて変化させる補助撮影の回数を「
２回」と「４回」の２段階としたが、これに限られるものではない。例えば、補助撮影の
回数を「２回」、「４回」、「６回」の３段階としてもよい。また、この際、補助撮影の
間隔を変更してもよい（例えば、本撮影を中心とした位相４０°毎の補助撮影から、本撮
影を中心とした位相３５°毎の補助撮影に変更する）。更に、上記の例では、臓器の最も
膨張した状態、或いは最も収縮した状態を特定の位相とし、この特定の位相に対応したタ
イミングでの撮影を行うように制御しているが、特定の位相はこれに限られるものではな
い。臓器の膨張から収縮、或いは収縮から膨張の任意の位相を特定の位相とすることも可
能である。この場合、臓器の大きさの増減分の加算値が０以外の特定の値となったときに
、予想位相と実際の位相とが一致すると判断されることになる。
【００４４】
　以上を繰り返すことで、本撮影は肺が最も膨張した状態である位相１８０°に同期して
連続して行われることになる。また、画像撮影中に肺の動きに大幅な変動があった場合で
も、補助撮影回数を増やすことにより位相検出精度を向上させているので、撮影タイミン
グを補正して肺の動きに追従することが可能である。また、補助撮影回数を増やすことで
被写体の動きに十分追従出来れば、撮影タイミングの補正量は減少するため、改めて補助
撮影回数を減らすことで被検体への被曝量を最小限にとどめることが可能である。
【００４５】
　以上説明した処理について、図１１のフローチャートを参照して更に説明する。まず、
ステップＳ１１０１において、コントローラ１０７は、補助撮影を実行することにより周
期的に動く臓器の周期を検出する。撮影された画像から臓器の動作の周期を検出する方法
は、周知であるので説明を省略する（特許文献３、特許文献４を参照）。周期カウンタ４
０１は、検出された周期を３６０等分して得られた各位相のタイミングで周期カウンタ４
０１のカウント値を１つずつ増加する。この結果、臓器の動作の周期に同期して、０～３
６０（＝０）がカウントされることになる。このカウント値が、周期中における予測され
た各位相（０°～３６０°）に対応することになる。そして、ステップＳ１１０２におい
て、本撮影を実施すべき位相を設定する。図５～図７の例では、本撮影を実施すべき特定
の位相として１８０°が設定されている。また、本撮影の前後に補助撮影を実施すべき位
相が設定される。図５～図７の例では４０°の間隔で前後に２回ずつ補助撮影を行うので
、補助撮影の位相として１００°、１４０°、２２０°、２６０°が設定されている。
【００４６】
　ステップＳ１１０３において、コントローラ１０７は、上記設定された位相で本撮影と
補助撮影を実行する。すなわち、タイミング生成部４０２は、周期カウンタ４０１の値が
１８０のときに本撮影を実行し、周期カウンタ４０１の値が１００，１４０，２２０，２
６０のときに補助撮影を実行するよう、各タイミング信号を撮影制御部１１２に送る。撮
影制御部１１２は、タイミング生成部４０２からのタイミング信号に応じてＸ線発生装置
１０４とセンサユニット１０１を制御する。これにより、位相が１８０°であると予測さ
れたタイミングで第１の線量で放射線撮影をする第１の撮影としての本撮影が実行される
。また、位相が１００°、１４０°、２２０°、２６０°となる予測されたタイミングで
、第１の線量よりも少ない第２の線量で放射線撮影をする第２の撮影としての補助撮影が
実行される。ステップＳ１１０３では、周期的な動作をする撮影対象の臓器について特定
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の位相に対応する予測されたタイミングで本撮影が行われ、予測されたタイミングの前後
で所定回数の補助撮影が行われることになる。このステップＳ１１０３における本撮影が
繰り返し実行されることで、同位相における複数のＸ線画像が取得される。
【００４７】
　次に、ステップＳ１１０４において、動き検出部４０３と位相比較部４０４は、本撮影
と補助撮影で得られた複数のＸ線画像から認識される位相のタイミングと、予測された位
相のタイミングとのずれを検出する。上記実施形態では、臓器の大きさの増減分の加算値
が、ずれ量として算出される。そして、ステップＳ１１０５において、タイミング補正部
４０５は、位相比較部４０４で検出されたずれの大きさ（増減分の加算値の大きさ）に基
づいてタイミングの補正が必要か否かを判断する。上述の実施形態では、臓器の大きさの
増減分の加算値と所定値との比較により、補正の要否が判断される。撮影タイミングに関
して補正が不要であれば、ステップＳ１１０３へ戻り、現在設定されているタイミングで
の撮影が繰り返される。
【００４８】
　ステップＳ１１０５で撮影タイミングの補正が必要と判定された場合は、ステップＳ１
１０６に進む。ステップＳ１１０６おいて、タイミング補正部４０５は、検出されたずれ
の大きさに基づいてタイミングの補正量を決定する。そして、ステップＳ１１０７におい
て、タイミング補正部４０５は、上記本撮影及び補助撮影のための、位相１００°、１４
０°、１８０°、２２０°、２６０°に対する予測されたタイミングに対応するカウント
値を補正する。本実施形態では、予測された位相が遅れているか進んでいるかに応じて、
各位相に対応する予測されたタイミングのカウント値を＋２０または－２０する（図６、
図７を参照)。
【００４９】
　なお、上記実施形態では、本撮影及び補助撮影を実行して取得された画像間における臓
器の大きさの増減量が検出され、検出された増減量の和が所定の値（上記実施形態では０
）になるように予測されたタイミングが補正される。
【００５０】
　また、ステップＳ１１０７において、更に、ステップＳ１１０６で検出されたずれの大
きさに基づいて、補助撮影の回数や補助撮影の間隔を変更するようにしてもよい。また、
ずれの大きさに基づいて本撮影のタイミングの変更量を変えてもよい。例えば、ずれ量の
絶対値が３０以上ならば本撮影のタイミングの変更量を±２０とし、ずれ量の絶対値が２
５以上～３０未満ならば本撮影の変更量を±１５とするという制御が考えられる。
【００５１】
　以上のように、上記実施形態によれば、医療用のＸ線透視診断装置において、Ｘ線被曝
量を抑えながら手術や診断を行うに十分な品位のＸ線撮影を行うことができる。また、上
記実施形態によれば、位相を検出するために透視診断用のＸ線動画像より低い線量のＸ線
パルスを照射して撮影した補助撮影画像を用いるため、フレームレートが高い場合であっ
ても被検体の被曝量を最小限に抑えることが可能である。また、被検体の被曝量を低減す
るためにフレームレートを低くした場合でも、動きの変動に応じて撮影タイミングを補正
して位相に同期することが出来る。このため、常に最適な撮影タイミングで撮影を行うこ
とが可能である。
【００５２】
　［他の実施形態］
　以上、実施形態を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム
もしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機器
から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用して
も良い。
【００５３】
　尚、本発明は、ソフトウェアのプログラムをシステム或いは装置に直接或いは遠隔から
供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログラムコードを読み
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出して実行することによって前述した実施形態の機能が達成される場合を含む。この場合
、供給されるプログラムは実施形態で図に示したフローチャートに対応したコンピュータ
プログラムである。
【００５４】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００５５】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００５６】
　コンピュータプログラムを供給するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として
は以下が挙げられる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【００５７】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることが挙げられる。この場合
、ダウンロードされるプログラムは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルであ
ってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに
分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても
実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラム
ファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれる
ものである。
【００５８】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布するという形態をとることもできる。この場合、所定の条件をクリアしたユーザに、
インターネットを介してホームページから暗号を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵
情報を使用して暗号化されたプログラムを実行し、プログラムをコンピュータにインスト
ールさせるようにもできる。
【００５９】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどとの協働で実施形態の機能が実現されてもよい。この場合、ＯＳなどが、実
際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって前述した実施形態の機能が実現さ
れる。
【００６０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述
の実施形態の機能の一部或いは全てが実現されてもよい。この場合、機能拡張ボードや機
能拡張ユニットにプログラムが書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機
能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行
なう。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】実施形態によるＸ線透視診断装置の構成例を表すブロック図である。
【図２】肺の伸縮動作を説明する図である。
【図３】図３に示した肺の伸縮動作をグラフ化した図である。
【図４】実施形態による位相検出部１１１の構成例を表すブロック図である。
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【図５】実施形態の位相検出部の、肺の予想位相が実際の位相と等しい場合の動作を説明
する図である。
【図６】実施形態の位相検出部の、肺の予想位相が実際の位相より進んでいる場合の動作
を説明する図である。
【図７】実施形態の位相検出部の、肺の予想位相が実際の位相より遅れている場合の動作
を説明する図である。
【図８】実施形態の位相検出部の、肺の予想位相が実際の位相と等しい場合の別の動作例
を表す図である。
【図９】実施形態の位相検出部の、肺の予想位相が実際の位相より進んでいる場合の別の
動作例を表す図である。
【図１０】実施形態の位相検出部の、肺の予想位相が実際の位相より遅れている場合の別
の動作例を表す図である。
【図１１】実施形態による撮影処理を説明するフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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